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和光都市計画地区計画の変更（和光市決定）

和光都市計画和光市駅北口地区地区計画を次のように変更する。

名 称 和光市駅北口地区地区計画

位 置 和光市新倉一丁目、下新倉一丁目及び下新倉二丁目の各一部

面 積 約１１．５ha

地区計画の目

標

本地区は、和光市駅の北側約５００ｍの範囲内に位置し、和光市駅北口土地区画整

理事業により計画的な都市基盤の整備が行われている地区である。

駅前の商業地区については、本市の北側の玄関口として、土地区画整理事業と市街

地再開発事業により拠点を整備し、商業、住宅、公共公益施設等の機能集約が見込ま

れる地区である。住宅地区については、駅に近接した利便性の高い住宅地としての土

地利用が見込まれている。

商業地区の市街地再開発事業による計画的な基盤整備の実施が確実となることか

ら、商業地区を細区分し、適切な施設を立地誘導するとともに維持・保全を図り、健全

な都市環境を形成することを目標とする

区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針

土 地 利
用 の 方
針

本地区の土地利用については、「商業地区」と「住宅地区」とに区分し、次の方針に

基づき誘導する。

「商業地区」（商業地区Ａ、商業地区Ｂ、商業地区Ｃ）

商業地区Ａ：市街地再開発事業による土地の高度利用により、地区全体の活性化に

寄与する賑わいを生む商業機能と高層の都市型住宅からなる複合市街

地を形成する。

商業地区Ｂ：隣接する商業地区Ａと連続して駅前の賑わいを高めるべく良好な商

業・業務系施設等の集積を進める。

商業地区Ｃ：良好な商業・業務系施設の集積を進め、本市の北側地区の生活利便性の

向上を図りつつ、後背地の住環境が損なわれることのないよう商業地

を形成する。

「住宅地区」（住宅地区Ａ、住宅地区Ｂ）

小規模な開発を防止し、良好な居住環境の形成及び維持・保全を図る。
地区施設
の整備
の方針

市街地再開発事業により創出される歩行者空間等について、維持・向上を図るため、

歩行者通路、歩道状空地及び小広場を地区施設に位置付ける。

建 築 物
等 の 整
備
の方針

本地区の地区計画の目標、土地利用の方針の実現のため、建築物等について、次の

規制・誘導を行う。

１ 各地区の土地利用の方針に見合った健全な街並みを形成するため、建築物等の用

途の制限を行う。

２ 敷地の細分化による建築物の過密化を防ぎ、小規模な開発を防止するため、建築

物の敷地面積の最低限度の制限を行う。

３ 快適に歩ける歩行空間を確保するため、建築物の壁面の位置の制限と壁面後退区

域における工作物の設置の制限を定める。

４ 本市の北側の玄関口として、美しい街並みを形成するため、建築物等の形態又は

色彩その他の意匠の制限を行う。

５ 安全で快適な街並みを形成するため、かき又はさくの構造の制限を行う。
その他当
該地区の
整備、開
発及び保
全に関す
る方針

土地区画整理事業により計画的に整備される道路、公園等の機能及び環境が損なわ

れないよう、維持・保全を図るものとする。

告示年月日

令和 年 月 日



地 区 整 備 計 画

地
区
施
設
の
配
置
及
び
規
模

種
類

名
称

幅
員

延
長

面
積

備
考

そ
の
他
の

公
共
空
地

歩
行
者
通
路
１
号

４
ｍ

約
１
６
０
ｍ

－
新
設

歩
行
者
通
路
２
号

４
ｍ

約
４
５
ｍ

－
新
設

歩
道
状
空
地
１
号

２
ｍ

約
４
０
ｍ

－
新
設

歩
道
状
空
地
２
号

４
ｍ

約
４
５
ｍ

－
新
設

小
広
場

－
－

約
２
８
０
㎡

新
設

建 築 物 等 に 関 す る 事 項

地
区
の

区
分

区
分
の
名
称

商
業
地
区

商
業
地
区
Ａ
（
商
業
地
域
）

商
業
地
区
Ｂ
（
商
業
地
域
）

商
業
地
区
Ｃ
（
商
業
地
域
）

区
分
の
面
積

約
1
.
3h
a

約
0
.2
h
a

約
0
.
8
ha

建
築
物
等
の
用
途
の
制
限

次
に
掲
げ
る
建
築
物
は
、
建
築
し
て
は
な
ら
な
い
。

１
自
動
車
教
習
所

２
畜
舎

３
倉
庫
業
を
営
む
倉
庫

４
キ
ャ
バ
レ
ー
、
ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

５
原
動
機
を
使
用
す
る
工
場
で
作
業
場
の
床
面
積
の
合
計
が
５
０
㎡
を
超
え
る
も
の

６
個
室
付
浴
場
業
に
係
る
公
衆
浴
場
、
ヌ
ー
ド
ス
タ
ジ
オ
、
の
ぞ
き
劇
場
、
ス
ト
リ
ッ
プ
劇
場
、
専
ら
異
性
を
同
伴
す
る

客
の
休
憩
の
用
に
供
す
る
施
設
、
専
ら
性
的
好
奇
心
を
そ
そ
る
写
真
そ
の
他
の
物
品
の
販
売
を
目
的
と
す
る
店
舗
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

７
床
面
積
（
ベ
ラ
ン
ダ
、
バ
ル
コ
ニ
ー
、
パ
イ
プ
シ
ャ
フ
ト
等
を
除
く
。
）
が
２
５
㎡
未
満
の
住
戸
又
は
住
室
を
有
す
る

共
同
住
宅

８
建
築
物
の
１
階
部
分
を
住
宅
、
寄
宿
舎
又
は
下
宿
の
用
に
供
す
る
も
の
。
た
だ
し
、
玄
関
、
階
段
及
び
そ
の
他
こ
れ
ら

に
類
す
る
も
の
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

９
ペ
ッ
ト
の
火
葬
、
埋
葬
又
は
納
骨
の
用
に
供
す
る
施
設

次
に
掲
げ
る
建
築
物
は
、
建
築
し
て
は
な
ら
な
い
。

１
自
動
車
教
習
所

２
畜
舎

３
倉
庫
業
を
営
む
倉
庫

４
キ
ャ
バ
レ
ー
、
ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

５
原
動
機
を
使
用
す
る
工
場
で
作
業
場
の
床
面
積
の
合
計
が
５
０
㎡
を
超
え
る
も
の

６
個
室
付
浴
場
業
に
係
る
公
衆
浴
場
、
ヌ
ー
ド
ス
タ
ジ
オ
、
の
ぞ
き
劇
場
、
ス
ト
リ
ッ
プ
劇
場
、
専
ら

異
性
を
同
伴
す
る
客
の
休
憩
の
用
に
供
す
る
施
設
、
専
ら
性
的
好
奇
心
を
そ
そ
る
写
真
そ
の
他
の
物
品

の
販
売
を
目
的
と
す
る
店
舗
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

７
床
面
積
（
ベ
ラ
ン
ダ
、
バ
ル
コ
ニ
ー
、
パ
イ
プ
シ
ャ
フ
ト
等
を
除
く
。
）
が
２
５
㎡
未
満
の
住
戸
又

は
住
室
を
有
す
る
共
同
住
宅

８
戸
数
（
店
舗
、
事
務
所
等
を
含
む
。
）
が
１
５
戸
以
上
の
建
築
物
の
１
階
部
分
を
住
宅
、
寄
宿
舎
又

は
下
宿
の
用
に
供
す
る
も
の
。
た
だ
し
、
玄
関
、
階
段
及
び
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
は
こ
の
限

り
で
は
な
い
。

９
ペ
ッ
ト
の
火
葬
、
埋
葬
又
は
納
骨
の
用
に
供
す
る
施
設

建
築
物
の
敷
地
面
積
の

最
低
限
度

２
０
０
㎡

た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

１
当
該
規
定
が
定
め
ら
れ
た
際
、
現
に
建
築
物
の
敷
地
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
土
地
で
当
該
規
定
に
適
合
し
な
い
も
の

又
は
現
に
存
す
る
所
有
権
そ
の
他
の
権
利
に
基
づ
い
て
建
築
物
の
敷
地
と
し
て
使
用
す
る
な
ら
ば
当
該
規
定
に
適
合
し

な
い
こ
と
と
な
る
土
地
に
つ
い
て
、
そ
の
全
部
を
一
の
敷
地
と
し
て
使
用
す
る
場
合

２
公
益
上
必
要
な
建
築
物
の
敷
地
で
、
市
長
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
た
も
の
で
あ
る
場
合

１
０
０
㎡

た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

１
当
該
規
定
が
定
め
ら
れ
た
際
、
現
に
建
築
物
の
敷
地
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
土
地
で
当
該
規
定
に

適
合
し
な
い
も
の
又
は
現
に
存
す
る
所
有
権
そ
の
他
の
権
利
に
基
づ
い
て
建
築
物
の
敷
地
と
し
て
使

用
す
る
な
ら
ば
当
該
規
定
に
適
合
し
な
い
こ
と
と
な
る
土
地
に
つ
い
て
、
そ
の
全
部
を
一
の
敷
地
と
し

て
使
用
す
る
場
合

２
公
益
上
必
要
な
建
築
物
の
敷
地
で
、
市
長
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
た
も
の
で
あ
る
場
合

壁
面
の
位
置
の
制
限

建
築
物
の
外
壁
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
柱
は
、
計
画
図
に
示
す

壁
面
の
位
置
の
制
限
を
超
え
て
建
築
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。

１
歩
行
者
通
路
及
び
歩
道
状
空
地
上
に
設
け
ら
れ
た
風
雨

や
落
下
物
か
ら
歩
行
者
を
防
護
し
、
歩
行
者
の
快
適
性
及
び

安
全
性
を
高
め
る
た
め
に
設
け
る
庇
及
び
こ
れ
を
支
え
る

柱
、
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

２
道
路
と
接
続
す
る
駐
車
場
の
出
入
口
、
そ
の
他
こ
れ
に
類

す
る
も
の

３
斜
路
等
、
歩
行
者
の
快
適
性
及
び
安
全
性
を
確
保
す
る
た

め
に
必
要
な
施
設
又
は
施
設
の
部
分

－



地 区 整 備 計 画

建 築 物 等 に 関 す る 事 項

壁
面
後
退
区
域
に
お
け
る

工
作
物
の
設
置
の
制
限

壁
面
の
位
置
の
制
限
に
よ
り
建
築
物
が
後
退
し
た
区
域
に

つ
い
て
は
、
門
、
へ
い
、
広
告
物
、
自
動
販
売
機
等
通
行
の
妨

げ
と
な
る
よ
う
な
工
作
物
を
設
置
し
て
は
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
ベ
ン
チ
等
の
回
遊
性
又
は
に
ぎ
わ
い
の
創
出
に
寄

与
す
る
工
作
物
、
街
路
灯
及
び
そ
の
他
公
益
上
必
要
な
も
の
は

こ
の
限
り
で
は
な
い
。

－

建
築
物
等
の
形
態
又
は
色
彩

そ
の
他
の
意
匠
の
制
限

１
埼
玉
県
屋
外
広
告
物
条
例
第
４
条
各
号
に
掲
げ
る
地
域
又
は
場
所
以
外
の
地
域
又
は
場
所
に
お
い
て
、
建
築
物
の
壁
面
を
利
用
し
て
動
画
等
で
表
示
す
る
屋
外
広
告
物
を
設
置
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
表
示
面
積
は
、
次
に
掲
げ

る
基
準
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
１
）
一
面
の
壁
面
面
積
（
開
口
部
分
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
５
０
㎡
未
満
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
面
の
壁
面
に
お
い
て
、
そ
の
壁
面
面
積
の
５
分
の
１
以
下
で
あ
る
こ
と
。

（
２
）
一
面
の
壁
面
面
積
が
５
０
㎡
以
上
１
０
０
㎡
未
満
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
面
の
壁
面
に
お
い
て
、
１
０
㎡
以
下
で
あ
る
こ
と
。

（
３
）
一
面
の
壁
面
面
積
が
１
０
０
㎡
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
面
の
壁
面
に
お
い
て
、
そ
の
壁
面
面
積
の
１
０
分
の
１
以
下
で
あ
る
こ
と
。

２
建
築
物
等
（
工
作
物
に
あ
っ
て
は
、
建
築
基
準
法
施
行
令
第
１
３
８
条
第
１
項
各
号
、
第
２
項
各
号
又
は
第
３
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
外
観
は
、
次
の
表
に
該
当
す
る
色
彩
及
び
点
滅
す
る
光
源
が
形
成
す
る
面
積

の
合
計
（
着
色
し
て
い
な
い
石
、
土
、
木
、
レ
ン
ガ
及
び
コ
ン
ク
リ
ー
ト
等
の
素
材
で
仕
上
げ
る
外
観
の
部
分
を
除
く
。
）
が
、
外
観
の
う
ち
各
立
面
に
つ
き
、
当
該
立
面
の
面
積
の
３
分
の
１
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

（
上
記
色
彩
基
準
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｚ
８
７
２
１
で
定
め
る
三
属
性
に
よ
る
色
の
表
示
方
法
に
よ
る
。
）

か
き
又
は
さ
く
の

構
造
の
制
限

計
画
図
に
示
す
壁
面
の
位
置
の
制
限
を
越
え
て
か
き
又
は

さ
く
を
設
置
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
植
栽
等
で
歩
行
者

の
通
行
を
妨
げ
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
設
置
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

道
路
に
面
す
る
側
に
か
き
又
は
さ
く
を
設
置
し
て
は

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
植
栽
等
で
歩
行
者
の
通
行
を
妨
げ

な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１
戸
数
（
店
舗
、
事
務
所
等
を
含
む
。
）
が
１
５
戸
以
上
の
建
築
物
の
場
合
に
お
い
て
は
、
道
路
に
面

す
る
側
に
か
き
又
は
さ
く
を
設
置
し
て
は
な
ら
な
い
。

２
戸
数
（
店
舗
、
事
務
所
等
を
含
む
。
）
が
１
５
戸
以
上
の
建
築
物
以
外
の
場
合
に
お
い
て
、
道
路
に

面
す
る
側
に
か
き
又
は
さ
く
を
設
置
す
る
場
合
に
お
け
る
か
き
又
は
さ
く
の
構
造
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

（
１
）
生
け
垣

（
２
）
鉄
柵
、
金
網
そ
の
他
透
視
可
能
な
フ
ェ
ン
ス
等
で
宅
地
地
盤
面
か
ら
の
高
さ
は
１
．
５
ｍ
以
下
と

し
、
基
礎
部
分
の
高
さ
は
０
．
６
ｍ
以
下
の
も
の

色
相

彩
度

7
.
5Ｒ

か
ら
7.
5
Ｙ

６
を
超
え
る

7
.
5Ｒ
Ｐ
か
ら
7.
5
Ｒ

（
7.
5
Ｒ
は
含
ま
な
い
）

7
.
5Ｙ

か
ら
7.
5
Ｇ
Ｙ
（
7.
5
Ｙ
は
含
ま
な
い
）

４
を
超
え
る

7
.
5Ｇ
Ｙ
か
ら
7.
5
Ｒ
Ｐ
（
7.
5
Ｇ
Ｙ
及
び
7.
5
Ｒ
Ｐ
は
含
ま
な
い
）

２
を
超
え
る



「
区
域
、
地
区
の
区
分
、
地
区
施
設
の
配
置
及
び
壁
面
位
置
の
制
限
に
つ
い
て
は
、
計
画
図
表
示
の
と
お
り
」

理
由
：
商
業
地
区
の
市
街
地
再
開
発
事
業
に
よ
る
計
画
的
な
基
盤
整
備
の
実
施
が
確
実
と
な
る
こ
と
か
ら
、
地
区
計
画
の
区
域
を
広
げ
る
と
と
も
に
、
商
業
地
区
を
細
区
分
し
、
適
切
な
施
設
の
立
地
誘
導
及
び
維
持
・
保
全
を
図
る
た
め
。

地 区 整 備 計 画

建 築 物 等 に 関 す る 事 項

地
区
の

区
分

区
分
の
名
称

住
宅
地
区

住
宅
地
区
Ａ
（
第
一
種
住
居
地
域
）

住
宅
地
区
Ｂ
（
第
一
種
中
高
層
専
用
地
域
）

区
分
の
面
積

約
6
.
5h
a

約
2
.7
h
a

建
築
物
等
の
用
途
の
制
限

次
に
掲
げ
る
建
築
物
は
、
建
築
し
て
は
な
ら
な
い
。

１
自
動
車
教
習
所

２
畜
舎

３
床
面
積
（
ベ
ラ
ン
ダ
、
バ
ル
コ
ニ
ー
、
パ
イ
プ
シ
ャ
フ
ト
等
を
除
く
。
）
が
２
５
㎡
未
満

の
住
戸
又
は
住
室
を
有
す
る
共
同
住
宅

４
ペ
ッ
ト
の
火
葬
、
埋
葬
又
は
納
骨
の
用
に
供
す
る
施
設

次
に
掲
げ
る
建
築
物
は
、
建
築
し
て
は
な
ら
な
い
。

１
床
面
積
（
ベ
ラ
ン
ダ
、
バ
ル
コ
ニ
ー
、
パ
イ
プ
シ
ャ
フ
ト
等
を
除
く
。
）
が
２
５
㎡
未
満
の
住
戸
又
は
住
室
を
有
す
る
共
同
住
宅

２
ペ
ッ
ト
の
火
葬
、
埋
葬
又
は
納
骨
の
用
に
供
す
る
施
設

建
築
物
の
敷
地
面
積
の

最
低
限
度

１
０
０
㎡

た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

１
当
該
規
定
が
定
め
ら
れ
た
際
、
現
に
建
築
物
の
敷
地
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
土
地
で
当
該
規
定
に
適
合
し
な
い
も
の
又
は
現
に
存
す
る
所
有
権
そ
の
他
の
権
利
に
基
づ
い
て
建
築
物
の
敷
地
と
し
て
使
用
す
る
な
ら
ば
当
該
規
定

に
適
合
し
な
い
こ
と
と
な
る
土
地
に
つ
い
て
、
そ
の
全
部
を
一
の
敷
地
と
し
て
使
用
す
る
場
合

２
公
益
上
必
要
な
建
築
物
の
敷
地
で
、
市
長
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
た
も
の
で
あ
る
場
合

建
築
物
等
の
形
態
又
は
色
彩

そ
の
他
の
意
匠
の
制
限

１
埼
玉
県
屋
外
広
告
物
条
例
第
４
条
各
号
に
掲
げ
る
地
域
又
は
場
所
以
外
の
地
域
又
は
場
所
に
お
い
て
、
建
築
物
の
壁
面
を
利
用
し
て
動
画
等
で
表
示
す
る
屋
外
広
告
物
を
設
置
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
表
示
面
積
は
、
次
に
掲
げ

る
基
準
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
１
）
一
面
の
壁
面
面
積
（
開
口
部
分
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
５
０
㎡
未
満
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
面
の
壁
面
に
お
い
て
、
そ
の
壁
面
面
積
の
５
分
の
１
以
下
で
あ
る
こ
と
。

（
２
）
一
面
の
壁
面
面
積
が
５
０
㎡
以
上
１
０
０
㎡
未
満
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
面
の
壁
面
に
お
い
て
、
１
０
㎡
以
下
で
あ
る
こ
と
。

（
３
）
一
面
の
壁
面
面
積
が
１
０
０
㎡
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
面
の
壁
面
に
お
い
て
、
そ
の
壁
面
面
積
の
１
０
分
の
１
以
下
で
あ
る
こ
と
。

２
建
築
物
等
（
工
作
物
に
あ
っ
て
は
、
建
築
基
準
法
施
行
令
第
１
３
８
条
第
１
項
各
号
、
第
２
項
各
号
又
は
第
３
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
外
観
は
、
次
の
表
に
該
当
す
る
色
彩
及
び
点
滅
す
る
光
源
が
形
成
す
る
面
積

の
合
計
（
着
色
し
て
い
な
い
石
、
土
、
木
、
レ
ン
ガ
及
び
コ
ン
ク
リ
ー
ト
等
の
素
材
で
仕
上
げ
る
外
観
の
部
分
を
除
く
。
）
が
、
外
観
の
う
ち
各
立
面
に
つ
き
、
当
該
立
面
の
面
積
の
３
分
の
１
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

（
上
記
色
彩
基
準
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｚ
８
７
２
１
で
定
め
る
三
属
性
に
よ
る
色
の
表
示
方
法
に
よ
る
。
）

か
き
又
は
さ
く
の

構
造
の
制
限

道
路
に
面
す
る
側
に
か
き
又
は
さ
く
を
設
置
す
る
場
合
に
お
け
る
か
き
又
は
さ
く
の
構
造
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

１
生
け
垣

２
鉄
柵
、
金
網
そ
の
他
透
視
可
能
な
フ
ェ
ン
ス
等
で
宅
地
地
盤
面
か
ら
の
高
さ
は
１
．
５
ｍ
以
下
と
し
、
基
礎
部
分
の
高
さ
は
０
．
６
ｍ
以
下
の
も
の

色
相

彩
度

7.
5
Ｒ

か
ら
7
.5
Ｙ

４
を
超
え
る

7.
5
Ｒ
Ｐ
か
ら
7
.5
Ｒ

（
7.
5
Ｒ
は
含
ま
な
い
）

7.
5
Ｙ

か
ら
7
.5
Ｇ
Ｙ
（
7.
5
Ｙ
は
含
ま
な
い
）

４
を
超
え
る

7.
5
Ｇ
Ｙ
か
ら
7.
5
Ｒ
Ｐ
（
7.
5
Ｇ
Ｙ
及
び
7.
5
Ｒ
Ｐ
は
含
ま
な
い
）

２
を
超
え
る



理 由 書

本理由書は、和光都市計画地区計画の変更（和光市：和光市駅北口地区）について

の理由を示したものです。

Ⅰ．和光都市計画区域における位置等

和光都市計画区域は、都心から約２０㎞圏、埼玉県の南部に位置しています。ま

た、和光都市計画区域に含まれる土地の区域は、和光市の行政区域の全域です。

【和光市：和光市駅北口地区】

本地区は、東武東上線、東京メトロ有楽町線・副都心線の和光市駅の北口に接し

た区域です。

本地区を含む和光市駅の周辺は、上位計画である和光市都市計画マスタープラン

において、魅力ある市の中心市街地として、商業業務等の多様な機能誘導及び土地

の高度利用を都市構想としています。

Ⅱ．変更理由

【和光市：和光市駅北口地区】

商業地区の市街地再開発事業による計画的な基盤整備の実施が確実となること

から、地区計画の区域を広げるとともに、商業地区を細区分し、適切な施設の立地

誘導及び維持・保全を図るため地区計画を変更するものです。

Ⅲ．変更内容

【和光市：和光市駅北口地区】

地区計画の区域を広げ、商業地区を分割して新たに地区を設定し、地区内におけ

る歩行者通路や小広場等の地区施設を新設するとともに、建築物等の用途の制限、

建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限や壁面後退区域における工作物の

設置の制限を変更するものです。

Ⅳ．関連する都市計画

本地区の地区計画の変更と併せて、下記の都市計画を決定・変更する予定です。

① 高度地区（和光市決定・変更）

② 高度利用地区（和光市決定・新規）

③ 防火地域及び準防火地域（和光市決定・変更）

④ 道路（和光市決定・変更）

⑤ 市街地再開発事業（和光市決定・新規）



和光市駅南口地区地区計画
面積　約８.６ha

広沢地区地区計画
面積　約９.７ha

西大和団地地区地区計画
面積　約２.５ha

白子三丁目地区地区計画
面積　約７.９ha

和光市駅北口地区地区計画
面積　約１１.５ha

和光北インター地区地区計画
面積　約２６.９ha

和光北インター東部地区地区計画
面積　約４１.５ha

南一丁目地区地区計画
面積　約１５.６ha

凡　　　例

変更

既決定

地区計画－総括図






